
目
　
　
　
次 

示 

告 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
南
西
部
振
興
）

一

○

〃

（
西
部
振
興
）

一

○

〃

（
北
部
振
興
）

一

○

〃
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
）

二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
老
人
保
健

施
設
の
開
設
の
許
可

（
高
齢
者
福
祉
課
）

二

○
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
告
示

（
河
川
砂
防
課
）

二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
）

三

○

〃
（

〃

）

三

○

〃
（

〃

）

三

○

〃
（

〃

）

三

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
世
界
俳
句
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

乾

昌
幸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
富
士
見
市
鶴
瀬
西
三
丁
目
十
六
番

十
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
の

文
化
的
価
値
観
を
失
う
こ
と
な
し
に
、
す
ぐ

れ
た
俳
句
作
品
の
国
際
的
基
準
を
認
識
し
奨

励
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
柳
ラ
イ
フ
サ
ポ

ー
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

三

代
表
者
の
氏
名

白
倉

弘
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
青
柳
九
百
七
十
四
番

地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
周
辺
地
域
の
移
動
困
難
者

及
び
情
報
弱
者
等
に
対
し
、
公
共
機
関
で
は

対
応
の
出
来
な
い
個
別
の
輸
送
手
段
及
び
Ｉ

Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
等
を
提
供
し
、
地
域

社
会
に
お
け
る
交
通
基
盤
・
情
報
活
用
支
援

の
整
備
を
通
し
て
、
利
用
者
の
社
会
参
加
を

促
す
と
共
に
生
涯
学
習
と
地
域
振
興
等
を
考

え
、
豊
か
な
地
域
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

埼玉県発行

－１－

第����号平成��年�月��日（木曜日）
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ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
ず
み
サ
ポ
ー
ト

ネ
ッ
ト

三

代
表
者
の
氏
名

松
岡

美
智
代

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
熊
谷
市
万
吉
千
二
十
五
番
地
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
発
達
障
害
者
及
び
そ
の
家

族
に
対
し
支
援
を
行
い
、
発
達
障
害
者
の
健

全
な
社
会
生
活
の
営
み
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
チ
ャ
イ
ル
ド
・
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス

三

代
表
者
の
氏
名

高
橋

宏
幸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
土
呂
町
一
丁
目

六
三
番
一
〇
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
幼
児
か
ら
青
少
年
に
対

し
、
野
外
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
と
し
て
、

ス
ポ
ー
ツ
に
関
わ
る
活
動
を
継
続
的
に
行
え

る
機
会
を
提
供
し
、
ス
ポ
ー
ツ
文
化
振
興
並

び
に
ス
ポ
ー
ツ
普
及
、
競
技
力
、
指
導
力
の

向
上
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
子
ど
も
の
健

全
育
成
を
図
る
と
共
に
地
域
社
会
全
体
の
活

性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
を
許
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
四
号

次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水

流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第

一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

第
二
〇
〇
八
―
五
四
―
〇
号

二

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地

の
区
域

許
可
年
月
日

平
成
２１
年
９
月
１
日

開
設
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
社
団
草
芳
会

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
老
人
保
健
施
設

施
設
所
在
地

入
間
郡
三
芳
町
北
永
井
８９０
番
２

施
設
名
称

介
護
老
人
保
健
施
設

エ
ム
ズ
ガ
ー
デ
ン

介
護
保
険

事
業
所
番
号

１１５２４８００４０
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新
座
市
野
火
止
七
丁
目
六
三
四
―
二
外
五

筆
三

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量

容
量

一
〇
〇
二
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

浸
透
効
果
量

〇
・
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル

毎
秒

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第

九
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長

若

林

祥

文

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
〇
六
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日

第
二
一
〇
〇
八
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
吉
見
町
大
字
谷
口
字
矢
筑
一
二
二

―
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
吉
見
町
東
野
一
丁
目
一
九
番
地
五

シ
ャ
ン
・
ド
・
フ
ル
ー
ル
Ⅲ
二
〇
三
号

松
任

美
絵

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第

九
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長

若

林

祥

文

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
〇
七
七
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日

第
二
一
〇
〇
九
〇
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
吉
見
町
大
字
地
頭
方
字
西
通
二
六

〇
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
松
山
市
大
字
上
唐
子
八
〇
三
―
一

グ

リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
石
川
二
〇
二

齊
藤

政
治

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第

九
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長

若

林

祥

文

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
六
月
十
九
日

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
〇
二
九
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日

第
二
一
〇
〇
八
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
古
屋
敷
二
八

五
―
一
、
字
築
地
二
九
三
―
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
東
松
山
市
元
宿
二
―
二
九
―
八

鈴
木
コ
ー
ポ
Ａ
棟
一
〇
二

飛
田

聡
保

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第

九
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長

若

林

祥

文

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日

指
令
川
建
セ
第
二
〇
〇
一
六
〇
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日

第
二
一
〇
〇
七
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
向
三
四
二
―

一
、
三
四
二
―
三
、
三
四
二
―
四
、
三
四
二

―
五
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
戸
市
千
代
田
四
―
九
―
一
四

コ
マ
イ
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

駒
井

大
吉

－３－

第����号平成��年�月��日（木曜日）



発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －４－

第����号平成��年�月��日（木曜日）
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